
富 士 宮 市 公 共 用 財 産 の 寄 附 等 に 関 す る 基 準  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 基 準 は 、市 が 道 路 、河 川 等 の 公 共 用 財 産 を 適 正 に 管 理 す

る た め に 必 要 と な る 権 原 を 寄 附 等 に よ り 取 得 す る こ と に 関 し 必 要

な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 通 則 ）  

第 ２ 条  寄 附 等 を 受 け る 公 共 用 財 産 は 、地 域 の 利 益 を 実 現 す る 公 共 性

を 有 す も の で な け れ ば な ら な い 。  

（ 定 義 ）  

第 ３ 条  こ の 基 準 に お い て 、次 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、当 該 各 号 に 定

め る と こ ろ に よ る 。  

 ⑴  公 共 用 財 産  認 定 市 道 、農 道 、準 用 河 川 、普 通 河 川 等 の 公 共 的

な 機 能 を 有 す る 土 地（ 国 か ら 譲 与 を 受 け た 法 定 外 公 共 物 を 含 む 。）

等 で 、現 に 市 が 管 理 し て い る も の 、又 は 管 理 す る こ と が 見 込 ま れ

る も の を い う 。  

⑵  公 共 性  通 行 等 の 目 的 で 地 域 に 広 く 開 放 さ れ 、利 用 さ れ て い る

こ と を い う 。  

⑶  権 原  市 が 公 共 用 財 産 を 恒 久 的 に 存 立 さ せ る た め に 必 要 と な

る 所 有 権 等 の 権 利 を い う 。  

⑷  寄 附 等  市 が 公 共 用 財 産 を 取 得 す る た め に 、富 士 宮 市 財 産 規 則

（ 昭 和 ６ ０ 年 富 士 宮 市 規 則 第 ７ 号 ）第 １ ２ 条 の 規 定 に よ る 寄 附 を

受 け る こ と 、 都 市 計 画 法 （ 昭 和 ４ ３ 年 法 律 第 １ ０ ０ 号 ） 第 ３ ２ 条

の 規 定 に よ る 協 議 の 同 意 を 経 て 帰 属 を 受 け る こ と 等 を い う 。  

⑸  未 登 記 道 路 等  公 共 用 財 産 の う ち 、個 人 又 は 法 人 が 保 有 し て い

る 土 地 で 、市 が い ま だ 所 有 権 等 の 権 原 を 取 得 し て い な い 土 地 を い

う 。  

⑹  幅 員  道 路 に お い て 、車 両 等 が 実 質 的 に 通 行 す る こ と が 可 能 な

幅 で 、 道 路 構 造 令 （ 昭 和 ４ ５ 年 政 令 第 ３ ２ ０ 号 。 以 下 「 令 」 と い

う 。） 及 び 富 士 宮 市 が 管 理 す る 市 道 の 構 造 の 技 術 的 基 準 等 を 定 め

る 条 例（ 平 成 ２ ４ 年 富 士 宮 市 条 例 第 ３ ７ 号 。以 下「 条 例 」と い う 。）



に 規 定 す る も の を い う 。  

（ 受 納 基 準 ）  

第 ４ 条  寄 附 等 を 受 け る 公 共 用 財 産 は 、次 に 掲 げ る 全 て の 要 件 を 備 え

て い な け れ ば な ら な い 。  

⑴  無 償 で 寄 附 等 さ れ る も の で あ る こ と 。  

⑵  筆 界 及 び 所 有 権 界 等 が 明 確 で 、所 有 権 以 外 の 私 権 そ の 他 の 権 利

等 が 設 定 さ れ て い な い こ と 。  

⑶  道 路 の 場 合 に あ っ て は 、不 特 定 多 数 の 者 又 は 一 般 車 両 等 の 通 行

の 用 に 供 さ れ る も の で あ る こ と 。  

⑷  道 路 の 場 合 に あ っ て は 、 市 街 化 区 域 に 存 在 し 、市 域 の 道 路 整 備

に 必 要 と な る も の 。  

⑸  道 路 の 場 合 に あ っ て は 、 起 点 が 道 路 法 (昭 和 ２ ７ 年 法 律 第 １ ８

０ 号 )第 ３ 条 に 規 定 す る 道 路 （ 以 下 「 道 路 法 の 道 路 」 と い う 。） に

接 続 し 、 終 点 が 別 の 道 路 法 の 道 路 に 接 続 し て い る こ と 。  

⑹  道 路 の 場 合 に あ っ て は 、 次 の 要 件 を 具 備 す る も の で あ る こ と 。 

ア  公 共 の 排 水 施 設 に 接 続 す る 排 水 溝 が 整 備 さ れ て お り 、 自 然 流

下 に よ り 雨 水 を 排 す る こ と が で き る こ と 。  

イ  車 両 等 が 実 質 的 に 通 行 す る こ と が 可 能 な 幅 員 が ４ メ ー ト ル

以 上 あ る こ と 。  

ウ  他 の 道 路 に 接 続 す る 部 分 に は 、 道 路 管 理 者 が 必 要 と す る 面 積

で 隅 切 り が 整 備 さ れ て い る こ と 。  

エ  路 面 等 の 道 路 構 造 物 に 大 き な 損 傷 が な く 、 寄 附 受 納 後 、 お お

む ね ２ ０ 年 間 は 舗 装 及 び 補 修 等 の 必 要 が な い こ と 。  

オ  ア か ら エ ま で に 定 め る も の の ほ か 、令 及 び 条 例 に 規 定 す る 基

準 に 適 合 し て い る こ と 。  

⑺  公 共 用 財 産 の 管 理 の た め に 必 要 と な る 安 全 施 設 等 が 設 置 さ れ

て い る こ と 。  

⑻  工 作 物 や 占 用 物 件 が あ る 場 合 、管 理 者 及 び 関 係 者 と 協 議 が 調 っ

て い る こ と 。  

⑼  河 川 の 場 合 に あ っ て は 、管 理 者 と 河 川 機 能 の 維 持 に 必 要 と な る



構 造 及 び 管 理 区 域 等 に つ い て 協 議 が 調 っ て い る こ と 。  

⑽  既 存 の 公 共 用 財 産 の 用 途 廃 止 を 目 的 と し た 寄 附 等 で あ る 場 合  

 は 、寄 附 等 に 係 る 財 産 が 用 途 廃 止 を 行 う 公 共 用 財 産 と 同 等 以 上 の

機 能 を 有 し て い る こ と 。  

（ 受 納 基 準 の 特 例 ）  

第 ５ 条  次 に 掲 げ る も の に つ い て は 、地 域 の 実 情 に よ り 寄 附 等 を 優 先

さ せ る に 足 り る 理 由 が あ る 場 合 に は 、前 条 第 ４ 号 か ら 第 ６ 号 ま で に

規 定 す る 受 納 基 準 を 必 要 な 範 囲 に 限 り 適 用 し な い こ と が で き る 。  

⑴  未 登 記 道 路 等 で 公 共 性 が 認 め ら れ る も の  

⑵  都 市 計 画 法 第 ２ ９ 条 の 許 可 に 係 る 開 発 行 為 に よ り 設 置 さ れ た

地 域 の 開 発 等 に 必 要 と な る 公 共 用 財 産 で 、管 理 者 と 帰 属 又 は 管 理

移 管 の 協 議 が 調 っ て い る も の  

⑶  建 築 基 準 法 (昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ０ １ 号 )第 ４ ２ 条 第 ２ 項 の 規

定 に 基 づ き 、市 が 実 施 す る 狭 あ い 道 路 拡 幅 事 業 に よ り 道 路 と し て

整 備 さ れ た も の  

⑷  既 存 の 公 共 用 財 産 に 接 続 し 、改 良 等 を 行 う こ と で 、そ の 機 能 を

高 め ら れ る こ と が 見 込 ま れ る 土 地  

⑸  公 園 ・ 学 校 等 の 公 共 施 設 に 通 じ る 公 共 用 財 産  

⑹  そ の 他 特 に 公 共 性 が 認 め ら れ 、管 理 者 と 帰 属 又 は 管 理 移 管 の 協

議 が 調 っ て い る も の  

（ 事 前 協 議 ）  

第 ６ 条  公 共 用 財 産 の 寄 附 等 を し よ う と す る 者 は 、あ ら か じ め 管 理 者

等 と 事 前 協 議 を 行 う も の と す る 。  

（ 調 査 ）  

第 ７ 条  寄 附 等 に 伴 う 事 前 協 議 の 中 で 、市 は 現 地 で 調 査 を 行 う こ と が  

 で き る 。  

２  前 項 の 調 査 は 、 必 要 に 応 じ 構 造 等 を 確 認 す る こ と が で き る 。  

（ 瑕 疵 担 保 ）  

第 ８ 条  寄 附 等 に 係 る 公 共 用 財 産 の 瑕 疵 担 保 期 間 は 、寄 附 等 の 日 か ら

２ 年 間 と す る 。こ の 期 間 中 に 瑕 疵 が 確 認 さ れ た 場 合 は 、寄 附 者 等 が



補 修 等 を 行 う も の と す る 。  

（ 第 三 者 に 対 す る 責 任 ）  

第 ９ 条  寄 附 等 に 係 る 異 議 が 第 三 者 か ら 生 じ た 場 合 は 、寄 附 者 等 に お

い て 解 決 す る も の と す る 。  

（ 管 理 ）  

第 １ ０ 条  寄 附 等 に よ り 受 納 し た 公 共 用 財 産 は 、台 帳 登 録 及 び 認 定 等

を 行 い 、市 が 適 正 に 管 理 す る 。た だ し 、所 有 権 移 転 登 記 が 完 了 す る

ま で の 期 間 は 、寄 附 者 等 は 、善 良 な 管 理 者 の 注 意 を 持 っ て 管 理 を 行

う も の と す る 。  

２  寄 附 等 に よ り 受 納 し た 公 共 用 財 産 に つ い て 、管 理 上 必 要 と な る 事

項 は 、 管 理 協 定 等 を 締 結 し 補 完 す る も の と す る 。  

（ 占 用 許 可 申 請 等 ）   

第 １ １ 条   第 ５ 条 各 号 の 特 例 に よ り 、占 用 物 件 を 包 含 す る 管 理 財 産 の

寄 附 等 を 受 け 入 れ た 場 合 に は 、当 該 占 用 物 件 の 所 有 者 は ，市 長 に 対

し 、 使 用 に 係 る 許 可 の 手 続 等 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。    

（ 費 用 負 担 ）   

第 １ ２ 条   寄 附 等 の 受 納 に 係 る 登 記 は 、市 が 、嘱 託 登 記 に よ り 行 う も

の と し 、 当 該 所 有 権 移 転 登 記 に 要 す る 費 用 は 、 市 の 負 担 と す る 。   

２   前 項 に 規 定 す る 以 外 の 費 用 は 、寄 附 者 の 負 担 と す る 。た だ し 、狭

あ い 道 路 拡 幅 事 業 等 、市 の 事 業 に 係 る 寄 附 の 場 合 は 、こ の 限 り で な

い 。   

 （ そ の 他 ）   

第 １ ３ 条   こ の 基 準 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 別 に 定 め る ｡  

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 基 準 は 、 令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 管 理 課 が 行 う 寄 附 を 受 け る 土 地 の 事 務 取 扱 基 準 の 廃 止 ）  

２  管 理 課 が 行 う 寄 附 を 受 け る 土 地 の 事 務 取 扱 基 準 （ 平 成 ２ ２ 年 １

０ 月 ７ 日 都 市 整 備 部 長 決 裁 ） は 、 廃 止 す る 。  

（ 管 理 課 が 行 う 寄 附 を 受 け る 土 地 の 事 務 取 扱 基 準 の 廃 止 に 伴 う 経  



過 措 置 ）  

３  こ の 基 準 の 施 行 の 日 前 に 協 議 等 で 合 意 し た 寄 附 受 納 に つ い て  

 は 、前 項 の 規 定 に よ る 廃 止 前 の 管 理 課 が 行 う 寄 附 を 受 け る 土 地 の 事

務 取 扱 基 準 の 規 定 に よ る も の と す る 。  


